
結果 番号 議　　件　　名　　等 継続審査・調査
○ 議案第　４号 令和６年度七飯町一般会計予算
◎ 議案第　５号 令和６年度七飯町国民健康保険特別会計予算
◎ 議案第　６号 令和６年度七飯町後期高齢者医療特別会計予算
◎ 議案第　７号 令和６年度七飯町介護保険特別会計予算
◎ 議案第　８号 令和６年度七飯町水道事業会計予算
◎ 議案第　９号 令和６年度七飯町下水道事業会計予算
◎ 令和５年

議案第５２号 財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例の一部改正について 総務経済常任委員会報告

◎ 議案第１０号 七飯町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく
個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正について

◎ 議案第１１号 七飯町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正について
◎ 議案第１２号 七飯町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の

一部改正について
◎ 議案第１３号 七飯町介護保険条例の一部改正について
◎ 議案第１４号 七飯町介護保険料率の特例に関する条例の一部改正について

◎ 議案第１５号 七飯町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例等の一
部改正について

◎ 議案第１６号 七飯町公営企業の設置等に関する条例の一部改正について
付　託 議案第１７号 七飯町水道事業給水条例の一部改正について 総務経済常任委員会へ付託
◎ 議案第１８号 七飯町水道技術管理者の資格基準等に関する条例の一部改正について
付　託 議案第２５号 七飯町まちづくり推進条例の一部改正について 総務経済常任委員会へ付託
◎ 議案第１９号 令和５年度七飯町一般会計補正予算（第１１号）
◎ 議案第２０号 令和５年度七飯町国民健康保険特別会計補正予算（第４号）
◎ 議案第２１号 令和５年度七飯町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）
◎ 議案第２２号 令和５年度七飯町介護保険特別会計補正予算（第３号）
◎ 議案第２３号 令和５年度七飯町水道事業会計補正予算（第３号）
◎ 議案第２４号 令和５年度七飯町下水道事業会計補正予算（第４号）
◎ 議案第２７号 令和５年度七飯町一般会計補正予算（第１２号）

その他 ◎ 議案第２６号 小学校教師用教科書及び指導書購入について
◎ 発議案第１号 刑事訴訟法の再審規定（再審法）の改正を求める意見書
◎ 発議案第２号 生涯を通じた歯科健診の実現を求める意見書
◎ 発議案第３号

報告第　１号
地方創生に貢献するサーキュラーエコノミー（循環経済）の一層の推進を求める意見書

報告済
各常任委員会報告（総務経済常任委員会、民生文教常任委員会）報告済

報告済
出納検査報告報告済
定期監査報告報告済

令和６年度一般財団法人北海道大沼国際交流協会事業計画及び予算の提出について

承　認 議員の派遣について
承　認 閉会中の委員会活動の承認について

その他

区分

令和６年度予算審査特別
委員会へ付託・報告予算

議
案
等

条例改正

補正予算

意見書

各特別委員会報告（赤松街道樹木伐採等に関する調査特別委員会、新交通体系と観光に関する調査特別委員会）

令和６年５月
発行・七飯町議会
編集・七飯町議会広報広聴特別委員会

令和６年度一般会計、予算特別委員会で否決後、本会議
にて賛成多数で可決
その他各特別会計等は全員一致で可決

令和６年
第１回定例会

第１回定例会
審議結果

225

　令和６年第１回定例会は、３月４日に招集
され、会期を２２日までの１９日間として開
催されました。令和６年度一般会計、各特別
会計、企業会計予算をはじめ、令和５年度各
会計補正予算など議案２５件、報告１件を審
議しました。

◆議会報告会の開催について
　議会報告会の開催を希望される方は、議会事務局までお問い合わせください。 （議会事務局：６５－５９４７）
　また、町民の方へ議会活動の内容を知っていただくため、町ホームページ内、七飯町議会のページにて、令和６
　年度議会活動報告の動画を公開していますので、ぜひ、ご覧ください。

　一般質問では６人の議員が質問に立ち、町
政に対する理事者の考えを質しました。
また、各常任委員会、各特別委員会から報告
書の提出があったほか、議員提出議案として、
関係機関へ要請する意見書３件を審議し、原
案のとおり可決されました。

七飯町議会
ホームページ

○第１回定例会審議結果 ◎＝全員一致で可決　　○＝賛成多数で可決　　●＝賛成少数で否決　　×＝賛成なしで否決
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特
別
委
員
会
に
審
査
を
付
託
し
、
審
査
結
果

が
定
例
会
最
終
日
に
報
告
さ
れ
た
。
委
員
会

か
ら
は
、
一
般
会
計
に
つ
い
て
否
決
と
報
告

さ
れ
た
が
、
本
会
議
で
の
採
決
に
お
い
て
は

賛
成
多
数
で
原
案
を
可
決
し
た
。
ま
た
、
各

特
別
会
計
及
び
企
業
会
計
は
全
員
一
致
で
可

決
し
た
。

◆
次
の
３
件
の
意
見
書
に
つ
い
て
可
決

◎
刑
事
訴
訟
法
の
再
審
規
定
（
再
審
法
）
の

　

改
正
を
求
め
る
意
見
書

◎
生
涯
を
通
じ
た
歯
科
健
診
の
実
現
を
求
め

　

る
意
見
書

◎
地
方
創
生
に
貢
献
す
る
サ
ー
キ
ュ
ラ
ー
エ

　

コ
ノ
ミ
ー
（
循
環
経
済
）
の
一
層
の
推
進

　

を
求
め
る
意
見
書

◆
七
飯
町
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
10
号
）

補
正
額
：
１
億
７
千
７
百
376
千
円

　

低
所
得
世
帯
支
援
給
付
金
事
業
費
等
に
つ

い
て
補
正
。

◆
七
飯
町
特
別
職
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す

　
る
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

　

赤
松
街
道
に
お
け
る
ケ
ヤ
キ
伐
採
に
関
し

て
の
責
任
を
と
り
町
長
給
与
を
３
カ
月
間
20

％
減
額
す
る
こ
と
に
伴
う
改
正
。

〔
令
和
６
年
２
月
１
日
施
行
〕

◆
七
飯
町
手
数
料
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い

　
て
　

令
和
６
年
３
月
１
日
か
ら
本
籍
地
の
市
区

町
村
以
外
の
市
区
町
村
の
窓
口
で
戸
籍
関
係

の
証
明
書
の
交
付
等
が
可
能
と
な
っ
た
こ
と

に
伴
う
改
正
。〔
令
和
６
年
３
月
１
日
施
行
〕

◆
七
飯
町
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
11
号
）

　
補
正
額
：
▲
６
千
６
百
462
千
円

　

決
算
見
込
み
に
よ
る
減
額
、
町
営
住
宅
老

朽
政
策
空
家
除
却
工
事
等
に
伴
う
補
正
。

◆
七
飯
町
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
補
正
予

　
算
（
第
４
号
）
補
正
額
：
▲
８
百
522
千
円

◆
七
飯
町
後
期
高
齢
者
医
療
特
別
会
計
補
正

　
予
算
（
第
３
号
）　
補
正
額
：
▲
47
千
円

◆
七
飯
町
介
護
保
険
特
別
会
計
補
正
予
算

（
第
３
号
）　
　
　
補
正
額
：
５
百
739
千
円

◆
七
飯
町
水
道
事
業
会
計
補
正
予
算
（
第
３

　
号
）　
　
支
出
補
正
額
：
▲
６
千
149
千
円

◆
七
飯
町
下
水
道
事
業
会
計
補
正
予
算
（
第

　
４
号
）支

出
補
正
額
：
▲
５
千
８
百
199
千
円

◆
七
飯
町
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
12
号
）

　
繰
越
明
許
費
に
関
す
る
補
正
の
み
の
た
め

　

歳
入
歳
出
に
変
更
な
し
。

◆
小
学
校
教
師
用
教
科
書
及
び
指
導
書
購
入

　
に
つ
い
て

　

小
学
校
教
師
用
教
科
書
及
び
指
導
書
購
入

契
約

◆
議
員
の
派
遣
に
つ
い
て

◆
閉
会
中
の
委
員
会
活
動
の
承
認
に
つ
い
て

◆
令
和
６
年
度
一
般
財
団
法
人
北
海
道
大
沼

　
国
際
交
流
協
会
事
業
計
画
及
び
予
算
の
提

　
出
に
つ
い
て

　

令
和
６
年
度
一
般
会
計
、
各
特
別
会
計
、

企
業
会
計
予
算
は
、
令
和
６
年
度
予
算
審
査

◆
財
産
の
交
換
、
譲
与
、
無
償
貸
付
等
に
関

　
す
る
条
例
の
一
部
改
正

　

総
務
経
済
常
任
委
員
会
よ
り
審
査
結
果
の

報
告
書
が
提
出
さ
れ
、
原
案
の
と
お
り
可
決

し
た
。　
　
　
　

〔
公
布
の
日
か
ら
施
行
〕

◆
七
飯
町
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人

　
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関

　
す
る
法
律
に
基
づ
く
個
人
番
号
の
利
用
及

　
び
特
定
個
人
情
報
の
提
供
に
関
す
る
条
例

　
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

　

法
の
改
正
に
伴
い
、
条
例
の
規
定
を
整
理

す
る
た
め
の
改
正
。

〔
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
〕

◆
七
飯
町
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
及
び

　
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に

　
つ
い
て

　

法
の
改
正
に
伴
い
、
会
計
年
度
任
用
職
員

に
勤
勉
手
当
を
支
給
す
る
た
め
の
改
正
。

〔
令
和
６
年
４
月
１
日
施
行
〕

◆
七
飯
町
特
定
教
育
・
保
育
施
設
及
び
特
定

　
地
域
型
保
育
事
業
の
運
営
に
関
す
る
基
準

　
を
定
め
る
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

　

法
の
改
正
等
に
伴
い
、
条
例
の
規
定
を
整

理
す
る
た
め
の
改
正
。

〔
令
和
６
年
４
月
１
日
施
行
〕

◆
七
飯
町
介
護
保
険
条
例
の
一
部
改
正
に
つ

　
い
て

　

介
護
保
険
法
等
の
規
定
に
よ
る
第
９
期
七

飯
町
介
護
保
険
事
業
計
画
に
お
い
て
、
介
護

保
険
料
の
額
、
保
険
料
段
階
の
見
直
し
が
行

わ
れ
た
た
め
の
改
正
。

 
 

令
和
６
年
第
１
回 

臨
時
会
（
１
月
29
日
）

令
和
６
年
第
１
回
定
例
会

条　
例　
改　
正

補　
正　
予　
算

発
議
案
（
意
見
書
）

そ　
　
の　
　
他

報　
　
　
　
　
告

令
和
６
年
度
予
算

〔
令
和
６
年
４
月
１
日
施
行
〕

◆
七
飯
町
介
護
保
険
料
率
の
特
例
に
関
す
る

　
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

　

介
護
保
険
料
率
の
特
例
に
つ
い
て
、
令
和

６
年
度
か
ら
令
和
８
年
度
ま
で
適
用
す
る
た

め
の
改
正
。
〔
令
和
６
年
４
月
１
日
施
行
〕

◆
七
飯
町
指
定
居
宅
介
護
支
援
等
の
事
業
の

　
人
員
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
等
を
定
め

　
る
条
例
等
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

　

令
和
６
年
度
か
ら
の
介
護
保
険
法
改
正
に

伴
い
、
七
飯
町
指
定
居
宅
介
護
支
援
等
の
事

業
の
人
員
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
等
を
定

め
る
条
例
ほ
か
３
件
を
改
正
す
る
必
要
が
あ

る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
を
１
つ
の
条
例
に

と
り
ま
と
め
一
部
改
正
を
行
う
た
め
の
改
正
。

〔
令
和
６
年
４
月
１
日
施
行
ほ
か
〕

◆
七
飯
町
公
営
企
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条

　
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

　

流
域
関
連
公
共
下
水
道
及
び
特
定
環
境
保

全
公
共
下
水
道
の
事
業
計
画
年
度
が
令
和
５

年
度
迄
の
た
め
計
画
期
間
等
の
見
直
し
に
よ

る
改
正
。〔
令
和
６
年
４
月
１
日
施
行
ほ
か
〕

◆
七
飯
町
水
道
事
業
給
水
条
例
の
一
部
改
正

　
に
つ
い
て

　

慎
重
を
期
す
た
め
、
総
務
経
済
常
任
委
員

会
へ
付
託
し
、
閉
会
中
の
継
続
審
査
と
し
た
。

◆
七
飯
町
水
道
技
術
管
理
者
の
資
格
基
準
等

　
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

　

水
道
法
等
に
よ
る
権
限
を
厚
生
労
働
大
臣

か
ら
国
土
交
通
大
臣
並
び
に
環
境
大
臣
に
移

管
す
る
た
め
「
水
道
法
」
が
一
部
改
正
さ
れ

る
事
に
よ
る
改
正
。

〔
令
和
６
年
４
月
１
日
施
行
ほ
か
〕

◆
七
飯
町
ま
ち
づ
く
り
推
進
条
例
の
一
部
改

　
正
に
つ
い
て

　

慎
重
を
期
す
た
め
、
総
務
経
済
常
任
委
員

会
へ
付
託
し
、
閉
会
中
の
継
続
審
査
と
し
た
。
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各委員会の活動報告  ※各委員会からの報告書を抜粋して掲載しています
赤松街道樹木伐採等に関する調査特別委員会報告
　当委員会は、令和５年８月に赤松街道鳴川地区においてケヤキ１０本が伐採されたことから、その原因と今
後の保全対策について検討するため、令和５年第３回定例会において設置した。
　委員会として、赤松街道沿いにある町有地で樹木が無い箇所へ新たに赤松等を植えるとともに、樹木が伐採
された箇所へは補植事業を推進し赤松街道の保全を強化し「歴史遺産」を守ること、赤松街道樹木の剪定・伐
採に関しては必ず関係者の現地立会を行うこと、役場内の組織点検、関係団体との連携を強化することなどを踏まえ、町
が策定している「七飯町緑の基本計画」に則り、北海道自然環境等保全条例において環境緑地保護地区と指定されている
赤松街道の一層の緑化推進に加え、維持・保全・周辺緑化、美化等を推進し、町民の先頭に立ち七飯町民憲章にふさわし
い緑豊かなまちづくりを目指すことを強く望み、当委員会の報告とする。

報告書全文
は町ＨＰへ

新交通体系と観光に関する調査特別委員会報告
　当委員会は当初、大沼国定公園の観光振興について協議していたが、令和５年５月末より大沼国定公園及び
周辺地区においてヒグマの出没が３８件と過去に例のない数で出没しており、地域住民や大沼国定公園を訪れ
る観光客の方々への事故防止対策が重要課題であると判断し、早急に関係機関である北海道警察函館方面本部
・渡島総合振興局・北海道へ要望活動を行った。今後の委員会活動は、関係機関へ要望したヒグマ対策等で地
域住民及び観光客の安全確保を最優先するとともに、七飯町における快適で充実した観光のあり方を引き続き調査・研究
することとして、中間報告とする。

報告書全文
は町ＨＰへ

予算審査特別委員会報告：令和６年度一般会計、各特別会計、企業会計当初予算を審査
　審査に付託された一般会計予算、国民健康保険特別会計予算、後期高齢者医療特別会計予算、介護保険特
別会計予算、水道事業会計予算、下水道事業会計予算について担当課長、センター長及び事務局長の出席を
求め、審査を行った。委員会では、図書館建設の先送り、活力あるまちづくり補助金、イベント補助金に関
して２名から反対討論があった。
　慎重に審査した後、起立採決の結果、一般会計について賛成３名、反対９名で否決、各特別会計及び企業
会計はいずれも出席議員の全員一致で原案のとおり可決すべきものと決定した。

報告書全文
は町ＨＰへ

民生文教常任委員会報告 〔所管事務調査〕
【社会教育施設（体育館、図書館）整備基本構想・基本計画の策定について】
　令和５年第４回定例会において中間報告を行った後、継続して調査している最中において、町より、熱中症
への対応（エアコン整備等）、七飯・大中山中学校の長寿命化改修工事、本町学童保育クラブ移転建築、一般
廃棄物最終処分場整備事業等、優先的に手掛けなければならない事業が相次いだことから、社会教育施設（体
育館、図書館）の着手についての時期を遅らせたい旨の報告があった。
　現図書室が入所している地域センターにおいては耐震基準を満たしていないことから、七飯町社会教育施設（体育館、
図書館）整備検討委員会の意見を踏まえ早急に移転先を決定し、図書室の安全確保を強く望む。当委員会としては社会教
育施設（体育館、図書館）整備基本構想・基本計画の策定についての調査は終了し、今後は七飯町議会全体として体育館
の事業開始年度をはじめ次期総合計画における各種事業の情報提供を求めながら調査することを確認し最終報告とする。
　他に、【高齢者保健福祉計画・第９期介護保険事業計画について】調査を行った。

報告書全文
は町ＨＰへ

総務経済常任委員会報告 〔所管事務調査〕
【地域おこし協力隊の現状について】
　隊員活動を希望する方の中には、当町に魅力を感じて活動を希望するが、取り組みたい内容が分からず見つ
からないという方に対しても、これまで以上に具体的な活動内容を幅広く提示することが、全国各地から人材
を募集するためには必要不可欠な取組であると言える。
　担当課から示された、今後の取組に対するスケジュールでは、各種団体に対する地域おこし協力隊受入希望調査の実施
後、それら内容に基づき募集要項を作成し、七飯町地域おこし協力隊導入検討会議（仮称）によって、導入課を選定する
こととしており、過去の慣習や前例に囚われない柔軟な発想を持った人材を幅広く呼び込み、当町の課題解決や活性化に
向けて、地域おこし協力隊がその一助となるよう、町へはこれまでの取組に対し、根本的な見直しを望むものである。
　以上、委員会報告とする。
　他に、【開発行為の現状について】調査を行った。

報告書全文
は町ＨＰへ

　当条例について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）第２３８条の４第７項の
規定による行政財産の目的外使用に係る使用料（他の条例で定めるものを除く。）に関し、必要な事項を定
めるための改正である。審査の結果、本改正は行政財産の適正かつ効率的な管理、運営をするために条例の
一部改正をしようとするものであり、採決の結果、出席委員の全員一致で原案のとおり可決すべきものと決定した。

報告書全文
は町ＨＰへ

総務経済常任委員会：議案第５２号　財産の交換、譲与、無償貸付等に
関する条例の一部改正についてを審査
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一
般
質
問
と
は
？

　
議
員
が
町
の
行
財
政
全
般
に
わ
た
っ
て
町
に
疑

問
点
を
質
し
、
所
信
の
表
明
を
求
め
る
も
の
で
す
。

Ｙ
ｏ
ｕ
Ｔ
ｕ
ｂ
ｅ
チ
ャ
ン
ネ
ル
で
は
個
人
ご
と
の

質
問
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

七飯町議会
YouTube
チャンネル

七飯町議会
ホームページ

YouTubeお知らせ
　七飯町議会のYouTubeチャンネルで
は、各定例会・臨時会・予算審査及び決
算審査特別委員会の録画中継を配信して
おります。YouTubeで七飯町議会と検索
していただくか、町公式ホームページの
七飯町議会のページからもご覧いただけ
ます。
　また、町公式ホームページでは議案等
もご覧いただけるようになっております
ので、併せてご覧ください。

ア
フ
タ
ー
ス
ク
ー
ル
の
実
施
検
討
を

平
松　
俊
一　
議
員

Q
保
護
者
の
就
労
状
況
や
施
設
の
定
員
を
決

め
る
の
で
は
な
く
、
希
望
す
る
誰
も
が
参
加

で
き
、
新
施
設
へ
の
投
資
で
は
な
く
現
校
舎

を
利
用
し
た
放
課
後
学
童
保
育
（
ア
フ
タ
ー

ス
ク
ー
ル
）
の
実
施
例
が
増
え
て
来
て
い
る

が
、
当
町
で
も
実
施
で
き
な
い
か
。

A
早
急
に
実
施
す
る
こ
と
は
無
理
だ
が
、
子

ど
も
達
の
居
場
所
づ
く
り
に
つ
い
て
社
会
教

育
委
員
と
検
討
し
て
い
く
。
ま
た
、
準
備
の

整
っ
た
学
校
か
ら
図
書
室
の
開
放
を
行
う
予

定
で
あ
り
、
そ
れ
に
加
え
て
学
校
開
放
の
在

り
方
に
つ
い
て
調
査
研
究
し
て
い
き
た
い
。

そ
の
他
の
質
問
「
公
共
施
設
等
総
合
管
理
計

画
」
「
非
常
時
の
断
水
対
策

を
兼
ね
た
避
難
施
設
の
地
下

水
冷
房
や
湧
水
利
用
」
ほ
か

動画で確認

令
和
６
年
度
七
飯
町
施
政
方
針
に
つ
い
て

田
村　
敏
郎　
議
員

Q
「
ゲ
ー
ト
キ
ー
パ
ー
」
研
修
に
つ
い
て

A
自
殺
の
危
険
を
示
す
サ
イ
ン
に
気
づ
き
、

声
を
か
け
、
必
要
な
支
援
に
つ
な
げ
る
「
ゲ

ー
ト
キ
ー
パ
ー
」
の
研
修
を
役
場
職
員
か
ら

民
生
委
員
や
町
民
に
も
広
げ
、
将
来
的
に
は

事
業
所
の
担
当
者
に
も
受
け
て
も
ら
い
た
い
。

Q
今
後
の
人
口
減
少
の
対
策
に
つ
い
て

A
人
口
減
少
を
少
し
で
も
防
ぐ
た
め
、
出
生

率
を
上
げ
る
だ
け
で
な
く
、
町
民
の
健
康
や

子
育
て
、
出
産
、
働
く
場
の
確
保
、
学
校
教

育
の
充
実
な
ど
総
合
的
に
施
策
と
し
て
進
め

た
い
。

そ
の
他
の
質
問
「
令
和
６
年
度
七
飯
町
教
育

行
政
方
針
に
つ
い
て
」

動画で確認

峠
下
温
浴
施
設
の
事
業
の
動
き
と
縦
貫
自
動

車
道
の
工
事
に
伴
う
同
地
域
へ
の
交
通
量
へ

の
影
響
に
つ
い
て

上
野　
武
彦　
議
員

Q
温
浴
施
設
に
つ
い
て
は
令
和
５
年
12
月
開

発
行
為
完
了
の
計
画
と
な
っ
て
い
た
が
、
工

事
は
着
手
さ
れ
て
い
な
い
。
事
業
者
は
事
業

か
ら
撤
退
し
た
の
か
。
ま
た
、
北
海
道
縦
貫

自
動
車
道
の
工
事
の
見
通
し
と
峠
下
地
域
へ

の
交
通
量
の
影
響
に
つ
い
て
。

A
事
業
者
か
ら
昨
年
12
月
に
工
期
延
長
の
届

が
提
出
さ
れ
た
。
現
在
工
事
が
進
ん
で
い
る

縦
貫
自
動
車
道
の
事
業
は
確
定
さ
れ
て
い
な

い
が
、
七
飯
IC
と
藤
城
IC
と
も
に
ハ
ー
フ
イ

ン
タ
ー
と
し
て
整
備
の
予
定
で
あ
る
。

そ
の
他
の
質
問
「
学
校
給
食

費
無
償
化
の
実
施
を
」

動画で確認

ア
ッ
プ
ル
温
泉
の
赤
字
経
営
に
つ
い
て

中
川　
友
規　
議
員

Q
ア
ッ
プ
ル
温
泉
は
町
民
の
体
を
癒
す
、
大

変
あ
り
が
た
い
温
浴
施
設
で
あ
る
。
し
か
し
、

運
営
内
容
は
過
去
10
年
で
約
２
億
円
の
赤
字

経
営
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
も
赤
字
経
営
解
消

に
取
り
組
む
べ
き
と
指
摘
を
し
て
き
た
が
、

特
段
の
対
策
が
見
受
け
ら
な
い
。

A
改
善
し
て
い
な
い
の
が
現
実
で
ご
ざ
い
ま

す
。
民
間
活
力
の
導
入
を
今
後
考
え
、
同
業

種
の
手
法
も
学
び
な
が
ら
指
定
管
理
も
含
め

検
討
し
、
実
施
、
運
営
し
、
収
支
の
圧
縮
に

努
め
て
ま
い
り
ま
す
。

そ
の
他
の
質
問 

体
育
館
・
図
書
館
建
設
に

つ
い
て

動画で確認

令
和
６
年
度
七
飯
町
施
政
方
針
に
つ
い
て

稲
垣　
明
美　
議
員

Q
町
内
の
外
灯
維
持
管
理
に
つ
い
て

A
現
在
、
外
灯
の
維
持
管
理
に
つ
い
て
は
、

町
内
会
が
電
気
料
の
支
払
い
を
行
い
、
そ
の

６
割
を
町
が
負
担
し
て
い
る
。
現
在
の
Ｌ
Ｅ

Ｄ
外
灯
の
リ
ー
ス
満
了
が
令
和
８
年
12
月
末

ま
で
と
な
っ
て
い
る
事
か
ら
、
更
新
の
方
法

に
つ
い
て
協
議
を
進
め
、
過
度
の
負
担
を
強

い
る
事
の
な
い
よ
う
努
め
る
。
ま
た
、
ラ
ン

ニ
ン
グ
コ
ス
ト
の
公
平
感
の
議
論
も
進
め
る
。

新
設
費
用
は
全
額
助
成
し
て
地
域
の
防
犯
、

安
心
・
安
全
に
貢
献
で
き
る
よ
う
制
度
設
計

を
し
て
い
る
が
、
今
後
の
負
担
の
在
り
方
は
、

柔
軟
に
良
い
形
で
対
応
し
て
参
り
た
い
。

そ
の
他
の
質
問
「
健
康
ア
プ

リ
導
入
の
件
に
つ
い
て
」
ほ

か

動画で確認

認
知
症
の
方
の
徘
徊
対
策
と
し
て
、
Ｇ
Ｐ
Ｓ
等

追
跡
機
器
の
貸
与
に
つ
い
て

澤
出　
明
宏　
議
員

Q
町
内
で
認
知
症
に
伴
う
徘
徊
に
よ
る
行
方

不
明
者
の
数
は
（
平
成
30
年
度
以
降
）
。

A
累
計
で
13
名
。
近
年
は
増
加
傾
向
。

Q
当
町
で
は
介
護
保
険
対
象
の
Ｇ
Ｐ
Ｓ
追
跡

装
置
の
貸
し
出
し
を
行
っ
て
い
る
か
。

A
平
成
15
年
度
か
ら
貸
し
出
し
を
実
施
し
て

お
り
13
件
の
実
績
あ
り
。

Q
今
後
の
徘
徊
防
止
対
策
に
つ
い
て
。

A
認
知
症
に
関
す
る
相
談
支
援
体
制
の
充
実

を
図
る
他
、
早
期
発
見
に
つ
な
げ
る
た
め
、

警
察
と
連
携
し
、
「
高
齢
者
安
心
ネ
ッ
ト
ワ

ー
ク
事
業
」
を
展
開
し
て
い
き
ま
す
。

そ
の
他
の
質
問
「
大
沼
公
園

ク
リ
ニ
ッ
ク
再
開
に
向
け
て

の
取
組
状
況
」
ほ
か

動画で確認

問

質 般

一

質問項目は
こちら

質
問
議
員
６
人　
質
問
項
目
15
問

　
一
般
質
問
の
原
稿
は
、
質
問
者
本
人
が
質
問
と
答

弁
を
要
約
し
て
作
成
し
て
い
ま
す
。

　
な
お
、
詳
細
な
質
疑
や
答
弁
に
つ
い
て
は
Ｙ
ｏ
ｕ

Ｔ
ｕ
ｂ
ｅ
チ
ャ
ン
ネ
ル
や
会
議
録
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
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